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Summary

　This paper examines legal problems of unmanned vehicles. The development of science and 

technology is progressing rapidly. Science and technology that I could not think about in the 

past has been developed and put to practical use, and our lives have become comfortable and 

prosperous. On the other hand, there are science technologies that require some regulation 

because there is fear that our lives will be harmful.

　In the first place can the law respond to the progress of science and technology? Does the 

law impede the progress of science and technology? How is the law responding to the current 

science and technology?

　はじめに－科学技術と法の役割

　科学技術の発達は日進月歩である。過去には考えもつかなかった科学技術が開発，実用化さ

れ，我々の生活は快適で豊かなものになった。一方において我々の生活には害悪を及ぼす恐れ

があるため何らかの規制が必要な科学技術も存在する。

　過去において，たとえば，遺伝子技術，体外受精・遺伝子治療・臓器移植などの医療技術に

関して法的規制がなされてきた
1）

。これらの医療技術においては「生命・健康・環境の保護や生

命倫理の観点からの特別の規制が必要と」された。その理由は，「他の精神的自由に対する規
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制よりも強度の規制が許される可能性」が指摘されるからだ。科学技術を法的に規制する根拠

は，「一般的に，それが生命・健康・環境に対して不可逆的で重大かつ予測困難な影響を及ぼ

しかねないこと」であり，「人間の生存の観点から抑制が求められること」，が挙げられ，国家

権力による統制が許容される。規制の態様は，研究の実施にあたって許可制を援用し（遺伝子

技術施設の設置・移動の許可制），起こりうる危険が抽象的なものであっても規格は許容される（遺

伝子技術の規制）。また，特定の研究そのものが禁止される場合もある（ヒトクローン研究や受精

卵の実験使用の禁止）
2）

。

　科学技術は絶えず進歩しているが，それにより機械に仕事が奪われてしまうのではないかと

危惧する人も多いが，これは昔産業革命時代に仕事を奪われるのではないかと危惧した人たち

と同じ心理であろう。その結果機械の打ちこわしが各地で起こった
3）

。

　新しい薬が開発されることにより人の病気が治る，あるいは，技術者が新しい技術を開発す

ることにより我々の生活がより豊かになる。その反面で原子力発電所事故による放射能汚染の

ように人々の生活を破壊する場合もある。

　新たな知見や技術革新が起きると，それまでの常識がひっくり返されることになるが，守旧

派は往々にして技術の進歩を邪魔する
4）

。

　我が国の憲法は，自由な研究を保障するため，あるいは，自由な経済活動を行うための権利

を保障している。23 条による学問の自由，研究の自由あるいは，22 条による職業選択の自由，

29 条の財産権の保障から導き出される経済活動の自由が保障されている
5）

。

　近年，人工知能（Artificial Intelligence 以下ＡＩと略称）を利用した研究，技術開発が盛んに行

われている。ＡＩを搭載したロボットの開発も進んでいる。だがこのロボットに関わる法制度

の整備はあまり進んでいない
6）

。

　将来ＡＩにより，多くの仕事が奪われることが予想されるという
7）

。その中には，航空機の操

縦士や自動車の運転手等以外にも，弁護士なども含まれる。ＡＩやロボットの進歩は人類に多

大な影響を及ぼすと予想されており，将来ＡＩが人類全体の能力をはるかに超えると言われ，

それ以降の歴史の進歩を予測できなくなる時期は，「技術特異点（Technology Singularity）と呼

ばれ，その年が 2045 年であり，それ以降ＡＩが人間にとって替わると言われる
8）

。

　もっとも，この論説に対しては，まれにしか起こらない事象の認識の取り扱いはＡＩの苦手

とするところであり，医師，弁護士，会計士，研究者などの専門職である頭脳労働者とＡＩは，

補完的な関係にあり，彼らの生産性を高めこそすれＡＩが仕事を奪うことはないとの指摘もあ

る
9）

。

　一方乗り物の技術革新では，2016 年は無人自動車元年と言われるが，この年に自動運転の

基本技術であるＡＣＣ（Adaptive Cruise Control， 定速走行・車間距離制御装置）が普及し始めたこ

とがその理由だ。その結果人の運転しない無人自動車の出現により，人間が運転を行わないの

で操縦ミス，ヒューマンエラーはなくなることが予想される。人が操縦しない事により，人が

災害，事故に巻き込まれることもなくなる。機械自体の欠陥が事故を引き起こす場合もあるが，

人が操作方法を誤った結果，事故を発生させる場合もある。いわゆるヒューマンエラーである。

また，機械の操作性が悪く事故を発生させてしまう場合もある
10）

。

　人間が操縦するが故に一定の技量を要求する免許制度が存在するが，その免許自体も不要と
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なろう。

　自動車以外にも，船舶，航空機等操縦免許が必要な乗り物がある。これらは，人が操縦する

ことを前提とした乗り物である。人の手を介在しない移動体の規制には，無人機であれば操縦

免許が不要になる。しかし一方において無人の乗り物は，何等かの不具合で機械が誤作動を起

こす場合もあり得る。

　本稿では，最新テクノロジーによる新たな移動物体の開発が進んでいるがそのうち，本稿で

は，ＵＡＶ（Unmanned Aerial Vehicle）や自動運転車（ロボットカー）という人間が操縦しない

無人のコンピューターが制御する乗り物と法との関わり合いについて検討する。

　１．未来社会と法

　「法は，本来，事実と密着し，現在の社会の問題にかかわるものである。さらにいえば，法は，

未来を志向するよりは，むしろ既存の状態を前提とし，その安定を確保するところに，その本

質的な性格があるのであり，実定法である以上，将来を先取りすることに重点をおいたり，い

たずらに招来の理想を追求することは，その任務ではないといわれるかもしれない。」
11）

　確かに法の目的の一つが法的安定性の実現である以上，既存の法が現実に対して一定の型を

はめ規制することにより社会が安定することは否めない。そして，将来発生することが予想さ

れる問題に予め対応することもまた法の重要な役割である。

　だが，目まぐるしく変わる現実に法が対応する事に追い付かなかったり，逆に既存の法が現

実社会の変化を阻害する場合もある。

　科学技術の進歩を阻害する規制を「レガシー法規制」（遺物的な法規制）と称する者もいる
12）

。

　このレガシー規制が進化する技術
13）

に現行法が対応しきれていない。新しい技術に対する法整

備が求められる所以である。

　将来を見据えて，あるべき法秩序を整備することにより，万が一の事故が発達した場合の責

任の所在を明確にするなど権利侵害等を未然に防ぐことが可能となる。あるいは，過去の失敗

から学び同じような誤りを未然に防ぐためにも法の整備が求められる。たとえば，原子力につ

いては，東日本大震災による福島第一発電所爆発事故が記憶に新しい。当該事故の発生により

原子力発電所設置に関する安全審査基準の見直し等がなされ，法の不備が補われた。

　２．立法事実（legislative facts）

　新たな法を制定するにあたっては，その法律を制定しなければならない根拠が必要となる。

　法が新たな知見に対応しそれを育て発展させるのか，逆に法が阻害要因となるのか。現実に

対応する法自体が欠如している場合，新たに法を制定するのか，既存の法を改正することにな

る。法は絶えず現実社会に対応できる生きた法でなければならない。

　法律の制定を根拠付け，法律の合理性を支える社会的・経済的・文化的な一般事実のことを

立法事実と言う。立法事実は，法律を制定・改廃する際の立法行為を基礎づける事実である。

　立法事実とは，立法的判断の基礎となっている事実であり，「法律を制定する場合の基礎を
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形成し，かつその合理性を支える一般的事実，すなわち社会的，経済的，政治的もしくは科学

的事実
14）

」であるとも解釈される
15）

。

　基本的には「立法府が立法の資料として収集認定する事実と同質のものと理解され，この二

つは通常重なるものとして想定」される
16）

。立法事実とは，「法律を制定する場合の基礎を形成し，

それを支えている－背景となる社会的・経済的－事実である。」
17）

　この立法事実に基づいて法が改廃制定されている。法の目的は，法的安定性と正義だと言わ

れている。「法的安定性 ･ 正当性（正義）･ 目的合理性の三つの価値の実現が法の目的 ･ 法価値

である
18）

。すなわち，法的安定性により秩序を維持し，正当性つまり正義により公平を実現し，

目的合理性により具体的妥当な納得できる結論を導くのである。

　３．行政とＡＩ

　そもそも，行政法は行政活動を行う根拠法である。行政法により，行政権の乱用から，市民

の自由と市民社会の自律を守る。「行政作用は，すべて国民生活の安全と安心を確保するため

の政策実現に向けられているといえる。」
19）

そして，原則的に行政活動は法律を根拠として行わ

なければならない。

　ＡＩやロボットも将来，行政との関わりが考えられるが，行政活動への活用として，株式会

社三菱総合研究所では，川崎市，掛川市の協力を得て，2016 年 9 月 6 日から 30 日までの約 1

か月間，「ＡＩによる住民問合せ対応サービス」の実証実験を行っている
20）

。

　行政分野におけるＡＩは，以下のような活用可能性が考えられる。すなわち，問合せ対応

（チャット，電話，窓口等での問合せ・相談対応を，ＡＩやロボットで代替），　翻訳（交通外国人居住者

や観光客向けに自動翻訳サービスを提供），予測・予防（犯罪・火災・災害などの発生を予測し未然に防

ぐ，糖尿病重症化や生活保護受給の可能性がある人を予測し事前に支援），お薦め（イベント，給付金，

支援制度など，一人一人に応じたサービスをお薦め），政策立案（各種統計データや過去の実績，類似事

例などをもとに政策立案を支援），法律等作成（法律や条例などの文案の作成やチェックを支援），議会

議事録（音声認識による議会議事録の作成支援，解析），インフラ管理（道路や上下水道などの社会イ

ンフラの状況把握や補修計画作成を支援），教育（一人一人の状況に応じた学習メニューの作成・支援），

医療（診断・治療法検討），交通（コミュニティバスやごみ収集車，除雪車などの自動走行）。

　中でも行政活動の根幹である政策立案や法律等作成においてもＡＩの活用可能性が指摘され

ている。あくまでもＡＩは支援する立場であるがその有用性ゆえ将来ＡＩの判断が優先され，

それらの業務が行われることによりＡＩに行政が支配される恐れもないとはいえない容共が招

来する懸念もある。

　４．ロボット－ロボット法
21）

　無人車両 （unmanned ground vehicle, ＵＧＶ）や無人航空機 （unmanned aerial vehicle, ＵＡＶ），

無人船舶 （unmanned surface vehicle, ＵＳＶ），探査衛星（unmanned spacecraft）など，遠隔操縦

機または（半）自律式な機械全般を総称してロボットという。
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　近年ＡＩを搭載したロボットの出現が社会問題化している。ロボットとは，人の代わりに何

らかの作業を自律的に行う装置，もしくは機械のことである。このロボットは，①軍事用ロボッ

ト，掃除用ロボット，搾乳用ロボットなどのように，ある程度自律的に連続，或いはランダム

な自動作業を行う機械。②アシモやペッパーのように，人や動物を模しまた，近似した形状お

よび機能を持つ機械に分類できる。

　最近では半ば自立した移動端末に対してドローンとも称されるが，本稿では専ら小型無人飛

行機をドローンと称する。

　一方，無線誘導ではなく，搭載されたコンピューターが操縦する無人航空機や自動運転車が

実用段階である。これらもロボットに含めることができる。ところが，航空法や道路交通法に

おいては，操縦士の操縦しない航空機や運転手の運転しない自動車を想定しておらず，資格を

有する人間が操縦することを前提としている。人の操縦しない乗り物は既存の法では対応しき

れないのが現状である。

　現在このようなロボットが様々な分野に進出することにより我々の生活が大きく変わろうと

している
22）

。そして，ロボット化により様々な法的問題が発生することが予想される。

　そのリスクを回避するために，技術開発にブレーキを掛けるのか，逆に新しい法制度を構築

することにより，技術の発達に法が資することになるであろうか。

　社会のロボット化は否応なくやって来るのであれば，起こり得る法的問題を整理し新たな立

法措置を講ずる事が可能となるように準備することが求められる。

　無人自動車や無人航空機の出現により運転手や操縦士が不要となる恐れがある。その結果

ヒューマンエラーがなくなり，事故が激減する可能性がある。

　現在事故を減らすために各交通分野において既に導入されている，オートパイロット（自動

操縦）と称されている自動操縦装置がある。人に代わり乗り物の進行方向や速度を機械が制御

するものである。

　航空機及び船舶において実用化されており，オートクルーズは自動車にも搭載されており，

自動停止装置（オートストップ）も搭載されているものもある。

　これらの技術に加えＡＩを搭載することにより自動車や航空機は，人が操縦しなくとも運航

可能な装置に進化する事が目前に迫っており，これらの分野の自律型のロボット化が進むこと

になる。　

　ところで，我が国の現行法制中において「ロボット」の用語は，ＪＩＳ（日本工業規格工業標準法）

ＪＩＳ Ｂ 0134（1998 年）に見ることができる。すなわち，産業用ロボットを，「自動制御によ

るマニピュレーション機能又は移動機能をもち，各種の作業をプログラムによって実行できる，

産業に使用される機械」と定義しており，これは前述の①に分類される。

　ロボットの一種としての無人航空機に関して国際民間航空機関がその運用について国際的な

取り決めの成立を試みている。そして，各国もアメリカやヨーロッパにおいて国内法により規

制が成されている。

　鉄道車両でも定速制御というほぼ同じ目的のシステムを持ったものが存在し，また，自動列

車停止装置（ＡＴ：Automatic Train Stop）がある。これは，鉄道での衝突防止や過速度防止の

安全装置（＝自動列車保安装置と呼ぶ）の日本での分類の 1 つであり，列車や軌道車両が停止信
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号を越えて進行しようとした場合に警報を与えたり，列車のブレーキを自動的に動作させて停

止させ，衝突や脱線などの事故を防ぐ装置である。

　無人操縦に係る乗り物（unmanned vehicle, automated vehicle）は，次世代の移動体となる可

能性が極めて高く，また，無人機は交通以外にも多くの目的に利用が可能となるものである。

一方において無人であるが故の問題点が指摘される。すなわち，誤作動に対する危険である。

　コンピューターによる操縦であるため，コンピューターのプログラムミスがある場合誤作動

を起こしてしまう危険がある。あるいは，ハッキングなども懸念される。

　人間が操縦しない乗り物の開発が進められている。つまり，無人飛行機であり，自動運転車

であり，無人電車である。

　このうち，無人電車は既に実用化あるいは実用化されている。例えば，2005 年に開催され

た愛知万博開催に合わせ開通した東部丘陵線は，磁気浮上式鉄道路線であり，ＡＴＯ（Automatic 

Train Operation，自動列車運転装置）による無人運転を採用している。

　最近の自動車の中には，障害物を検知して，自動でブレーキ制御し，衝突を回避したり，

被害の軽減を図ってくれる衝突回避装置や，アクセルペダルを踏み続けることなくセット

した速度を維持するクルーズコントロール機能を搭載する物も多い。また，ＧＰＳ（Global 

Positioning System,  全地球測位システム）を利用したカー・ナビゲーションも日常的に利用され

ている。これらは，運転手の負担を軽減し，交通事故を回避する装置である
23）

。

　ところで，自動車に関しては，首相官邸に高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部を設

置し，自動走行システムについて検討しているが，そこでは運転支援の手段を情報提供型と自

動化型に分類するとともに，その自動化型をレベルに応じて以下の 4段階に分類する。このう

ち，情報提供型及びレベル 1を「安全運転支援システム」，レベル 2～ 4を「自動走行システム」

と定義することとする。また，レベル 3とレベル 4の間には，後述するとおり，技術のみでは

なく，自動車の使い方や責任関係に大きな違いがあるため，レベル 2～ 3を「準自動走行シス

テム」，レベル 4を「完全自動走行システム」と分けて定義する。なお，「安全運転支援システ

ム」には，情報提供型で運転者への注意喚起を行う「安全運転支援装置（車載機器）」も含んで

いる
24）

。

　この分類のうち，レベル 4の「完全自動走行システム」に対応する法制度の整備が急務である。

　我が国においてはロボットの開発，普及のためのルール作りについては，「ロボットの社会

実装に向けたルール作り」として 2015 年にロボット革命実現会議が開催され，ロボット革命

イニシアチブ協議会の設立
25）

，そして「ロボット新戦略」が策定された。

　ここではデジタル化及びネットワーク化を活かしつつ高度のセンサーや人工知能を駆使して

作業を行うシステム全般を，新たな「ロボット」の概念として広く位置づけ，その上で，今後

ロボット革命を実現していくため， 日本を世界のロボットイノベーション拠点とする「ロボッ

ト創出力の抜本強化」，世界一のロボット利活用社会を目指し，日本の津々浦々においてロボッ

トがある日常を実現する「ロボットの活用・普及（ロボットショーケース化）」， ロボットが相互

に接続しデータを自律的に蓄積・活用することを前提としたビジネスを推進するためのルール

や国際標準の獲得等に加え，さらに広範な分野への発展を目指す「世界を見据えたロボット革

命の展開・発展」）。の 3つを柱として推進していくことが掲げられている
26）

。
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　５．ＵＡＶ（Unmanned Aerial Vehicle，無人機）に関する法的問題
27）

５．１　ＵＡＶとは

　無人で飛行する航空機すなわち無人機（Unmanned Aerial Vehicle，以下ＵＡＶと称する）は，

地上装置や通信及び航空機（Aircraft）を含めた「システム」で成立する，より高度な技術シス

テムの一環の中で捉えられるために，無人化技術を適用した航空機及び地上装置を含むシステ

ムは，ＵＡＳ（Unmanned  Aircraft  Systems， 無人航空機システム）と呼ばれる
28）

。　

　また，国際民間航空機関（International Civil Aviation Organization，以下ＩＣＡＯと略称。）では，

ＲＰＡＳ（Remotely Piloted Aircraft Systems，遠隔操縦航空システム）という呼称も使われている。

　ＵＡＶは現在，軍事利用を主軸としており，ＵＡＶで交戦能力を持つものはＵＣＡＶ

（Unmanned Combat Aerial Vehicle）と呼ばれる。民間・商業分野での活用も検討されている。

　各国の対応のうち，アメリカの，The National Airspace System （ＮＡＳ）と呼ばれる航空

システムにおいては，ＵＡＶは未だ型式証明
29）

を受けていないが，将来明確なクラスに分類され

たうえで航空法の適用を受けることが予想される。これが実現すれば，当然，ヨーロッパ諸国

や日本も影響を受けることになる
30）

。

　日本においては，ＵＡＶを利用した火山，海洋，気象，植生，災害観察等の各種観測実験は

その都度許可を受けた上で飛行が認められているが，ＵＡＶ自体が社会的に認知されておらず，

航空法上の航空機としては認証を受ける段階には至っていない。

　ところで，航空とは，空気の反動（the reactions of the air）により空中を浮遊することであ

り
31）

，国際民間航空条約第 7 附属書は，航空機（aircraft）とは，「大気中における支持力を，地

表面に対する空気の反作用以外の空気の反作用から得ることができる一切の機器」と定義する。

これは，ホバークラフトを除去するための定義であり，宇宙空間を飛行するロケットやミサイ

ルは含まれない
32）

。

　このような，従来の類型に該当しない大気中を飛行する新たな機器が出現している。それは，

スペース・シャトル，ハング・グライダー，Aerospace Vehicle（航空宇宙機）そしてＵＡＶで

ある
33）

。

５．２　ＵＡＶに対する規制の概要

　航空機とは人が乗って航空の用に供することができる機器であるが（航空法 2 条），航空法上

は，ドローン，ラジコン機等は，本来航空機に該当せず航空機の運航に支障の及ぼす恐れのあ

る場合に規制がなされるものであったが，問題が多発したために規制が始まった。

　ドローンについて日本では，農薬散布などに使われる大型ラジコンなどを想定した規定があ

る。すなわち，飛行に影響を及ぼすおそれのある行為について，航空法 99 条の 2は，何人も，

航空交通管制圏，航空交通情報圏，高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域に

おける航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為（物件の設置

及び植栽を除く。）で国土交通省令で定めるものをしてはならないと規定し，例外的に，国土交

通大臣が，航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め，又は公益上必要やむ

を得ず，かつ，一時的なものであると認める場合は許可がなされる（同条 1項）。
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　ドローン （drone）とは，本来みつばちのオスを意味するが，現在では，無線で誘導する無人

飛行機あるいは無人船舶も意味する
34）

。

　ドローンには，固定翼機と回転翼機，軍用・民間用がありいずれも実用化がなされている。

操縦は基本的に無線操縦で行われるが，機影を目視で操縦するものや衛星回線を利用して地球

の裏側からでも制御可能なものまで多様である。

　2015 年 4 月 22 日に首相官邸屋上に小型無人航空機（ドローン）が侵入，その後飛ばした男

が威力業務妨害罪で逮捕され，この事件を契機として，ドローンに対する規制が加えられるよ

うになった
35）

。

　例えば，かつては合法ドラッグ，違法ドラッグと呼ばれた，現在危険ドラッグと称される薬

物が規制の対象となったことと軌を一にする。合法ドラッグから違法ドラッグ，そして危険ド

ラッグへと名称が変わり規制の対象となったようにドローンも規制されるようになったのであ

る。

　小型無人機「ドローン」の飛行を規制する改正航空法が 2015 年に成立，施行された。日本

国内では，2015 年 12 月に施行される航空法の一部改正で，無人航空機（ドローン）が定義づ

けられた。ドローンが野放しで様々な問題を引き起こし困るので規制がはじめられたわけであ

る。

　今後は利用者に対するルールの周知，免許制，機体の登録制の導入が検討課題となる。

　飛行に許可が必要な場所の範囲などルールの詳細は今後，国土交通省が省令や通達で定める。

東京都 23 区など人口密度が 1 平方キロメートルあたり 4,000 人以上の人口集中地区が対象に

なり，飛行時は人や建物と数十メートル離れることを義務付け，違反した場合は 50 万円以下

の罰金を科す。さらに，原子力発電所など重要施設周辺の飛行を禁止する小型無人機等飛行禁

止法（国会議事堂，内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等，外国公館等及び原子力事業所の周辺地

域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律）が 2016 年成立，施行されている。

　なお，将来出現が予想される大型ドローンは危険物を運びやすく，落下した場合の影響が大

きいため，免許制や機体の登録制，製造時の技術基準の整備に取り組む。事故時の保険も保険

業界と調整することになる
36）

。

　改正航空法は，無人航空機に該当する場合であっても，重量その他の事由を勘案してその飛

行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがな

いものとして国土交通省令で定めるものを規制対象外にしており，航空法施行規則において，

重量が 200 ｇ未満のものと定めている。また，改正航空法施行規則案では，国勢調査の結果に

よる人口集中地区をドローンの飛行禁止区域と定めている。

　なお，ドローンの使用については，道交法 77 条に基づく所轄警察署長により道路使用許可

を受ける必要がある
37）

。

５．３　無人機（ＵＡＶ）

　ＵＡＶは，操縦者が地上から遠隔操縦するものであり，操縦士は搭乗しておらず無人である。

国際民間航空機関（ＩＣＡＯ）は，ＲＰＡＳ （remote piloted aircraft systems）と呼称しているが，

これらは，より高度な技術システムの一環の中で捉えられているため，アメリカ連邦航空局は
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ＵＡＳ （Unmanned Aircraft Systems，無人航空機システム）と呼称している。

　ＵＡＶのうち，交戦能力を持つものはＵＣＡＶ（Unmanned Combat Aerial Vehicle）と呼ばれる。

　ＵＡＶは，軍事利用により技術が発展し，民生運用も災害監視，気象観測，情報収集等々広

範になっており，航空機の一分野になってきており，現在，世界各国が開発・導入を進めてい

る。それに伴い，運用の法的根拠ないし，ルールの整備が求められている。

　国際民間航空条約においては，航空機は有人すなわち，人が乗り込んで操縦するものと定義

している（第 7 付属書）。同条約を批准する世界各国の航空法においても同様に定義している。

例外として，第 8条は，無操縦者航空機（無人航空機，Pilotless aircraft）について定める。すなわち，

「操縦者なしで飛行することができる航空機は，締約国の特別の許可を受け，且つ，その許可

の条件に従うのでなければ，その締約国の領域の上空を操縦者なしで飛行してはならない。各

締約国は，民間航空機に開放されている地域におけるそのような無操縦者航空機の飛行が，民

間航空機に及ぼす危険を予防するように完成されていることを確保することを約束する。」と

例外的に無人航空機の飛行を認める可能性を定める。

　ＩＣＡＯは，より柔軟な無人航空機の運用のため，無人航空機の（既存）航空交通システム

への統合に向けた国際的な議論を進めている。すなわち，2018 年頃までに運航ルールの大枠

を制定する方針で，それを受けて加盟各国はそれぞれの国の事情に合わせて国内法を制定する

ことになることが予想される
38）

。

　ＩＣＡＯでは，無操縦者航空機に関する手続を定めた附属議定書を改正し，国内規制のため

の模範事例の提供とあわせて，将来無人航空機が有人機と同一空域で運航できるようにするた

めの環境作りに向けた取り組みがなされている
39）

。

５．４　我が国の航空法にいう航空機とは

  我が国の航空法は航空機を，人が乗ることができる飛行機やヘリコプターなどとしているた

め，ＵＡＶの運用についての定めはない。模型飛行機などを想定して，空港から離れた場所の

高度 150 メートル以下で飛行するよう求めているだけである。

　近年のＵＡＶの大型化，高度化により他の航空機との空中衝突，異常接近等を回避する仕組

みが必要となったため，国土交通省は，ＵＡＶを運用する際のルールづくりに向け，検討を始

めた
40）

。

　航空法第 2条 1項は，航空機を「人が乗って航空の用に供することができる飛行機，回転翼

航空機，滑空機及び飛行船その他政令で定める機器をいう」と定義している。なお，政令自体

がないため，政令で定める機器は現在存在しない。

　人が乗ることが構造上できないものは含まれず，無人操縦の飛行機であっても人が乗ること

のできるものは，航空機であると解釈することができる。むしろ，「航空法が航空の安全を第

一の目的として制定された行政法規であることからすれば，政令がそうするかどうかは別とし

て，航空の安全を脅かすような，無人操縦の飛行機を，その規律の対象からはずすことは適当

でない。従って，将来出現するかも知れない機器にも備え，政令の定めうる範囲をできるだけ

広く解することが適当である
41）

」と考えられる。

　航空とは，地表面に対する空気の反作用以外の空気の反動 （the reactions of the air）により空
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中を浮揚することである，と説明される
42）

。航空機は大気圏内において用いられるものであり，

大気圏を飛行するがその活動領域を専ら宇宙空間に求めるロケット等は除外される。

　なお，航空機についての定義規定を置かない法令においては，山口真弘氏は「航空機の意義は，

社会通念上，航空機ということばがもつ意味と，それぞれの法令の目的，趣旨に沿って合理的・

合目的的に解釈する外はない。ただ，航空法は，航空に関し，もっとも広範な範囲をカバーす

る，一般的な法律であるから，特に疑問の無い限り，航空法上の航空機の定義に従ことが適当

な場合が多いであろう」とする。そして，「それぞれの法令の目的，趣旨に従って，これと異

なる範囲が，合理的である場合には，それによることは，もちろんである。たとえば，自衛隊

法 84 条は，外国航空機の領空侵犯に対する措置を定めているが，同条の航空機とは，航空法

上の航空機よりも広く，無人操縦の航空機や気球を含むものと解釈することが合理的である
43）

」

としている。

　また，航空機が飛行するためには，航空機の登録（第 3 条），耐空証明（第 10 条，例外として

の試験機第 11 条），型式証明（第 12 条），予備品証明（第 17 条）が義務付けられている。

　「人が乗って」とは，機体に人が着座し，着陸装置を装備したものを指し，パラシュートの

ように人がぶら下がり，人の足で着地するような軽量なものは含まない。

　「航空の用に供することができる機器」とは，空中で意思に従って操作することが可能なも

のを指し，空中を浮遊するが，意思に従って操作することができないものは含まない。

　「航空法上の航空機」とは，人を乗せて飛行する機器あるいは，実際に人を乗せていないが，

人が乗るものと同等の性能・構造を有する機器を指す。

　これらの要件を全て満たすものが「航空機」として扱われ，いずれかを満たさないものは「航

空機」とは位置付けられない。

　航空の用に供することができる機器には，人が乗っているものと，人が乗っていないものが

ある。前者には，飛行機，回転翼航空機，滑空機，飛行船，軽量動力機が該当し，後者には無

操縦者航空機が該当する。また，機体に人が着座し，着陸装置を装備していない，「人が乗る

ことができないもの」には，ハンググライダー，パラグライダー，模型航空機が該当する。

５．５　無人航空機に対する国のこれまでの法規制

　我が国では，国土交通省が定めている航空法では，航空機とは「人が乗って」いることが前

提になっている。一部，「無操縦者航空機」という概念が導入されており，操縦者が乗り込ま

ない場合でも国土交通大臣の許可を受けた場合は飛行できることにはなっているが，個別対応

となっており，具体的な運用ルールなどについて明確な規定は示されていない。

　ＵＡＶは現在，基本的に航空機ではなく，運用面ではラジコンと同様に扱われる。

　ラジコンの場合，航空法の禁止する「飛行に影響を及ぼすおそれのある行為」を除けば，誰

でも自由に飛ばせる。空港周辺などの一部エリアを除き，航空路外であれば地上から 250 ｍま

で，航空路内であっても地上から 150 ｍまでの高さであれば届出や申請は必要ないとされてい

る。

　航空法では定義されていない農薬散布ヘリコプターなどの運用に関しては，運航会社が自主

基準を策定してはいるが，あくまでも業界団体の基準にすぎない。今後，無人機が人々の上空
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を飛んだり，空が“混雑”したりする可能性があることを考えると，無人機の明確な法規・基

準の整備が必要になってくる。現在，国では新たなルール作りや規制を検討している。

　ＵＡＶは航空法第 87 条によれば，操縦者が乗り組まないで飛行することができる装置を有

する航空機であり，操縦には国土交通大臣の許可が必要となる。許可事例としては，定点滞空

試験機（軟式飛行船）がある。

　ＵＡＶは，他の航空機に影響を与える可能性があるので，航空法 99 条の 2 は，飛行に影響

を及ぼすおそれのある行為を規制している。

　航空交通管制圏，航空交通情報圏，高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域

においては，航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為を行う

には国土交通大臣の許可が必要となる。また，その他の空域では，航空機の飛行に影響を及ぼ

すおそれのある行為は，国土交通大臣に通報が必要となる。

　具体的に航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為には，ロケット，花火，気球，模型

航空機，航空機の集団飛行，ハンググライダー又はパラグライダー等がある。

　ＵＡＶは，航空法第 87 条にいう無操縦者航空機に該当する
44）

。この無操縦者航空機は，無人

機を意図していると思われるが，過去においてロッキードＦ－ 104 ＪをＵＡＶに改造したＱＦ

－ 104 Ｊはこの定義で飛行している。このＱＦ－ 104 Ｊは防衛省機であり，特例的に期間を限

定して運用された。しかし，その後同様の事業も行われず，法令の整備は行われていない。

　航空法では，民間利用の無人機は，実態として高度 200m 以下の航空法適用の外で運用され

ているが，高度 200 ｍ以下でも正式には航空法管轄の空域であり，基本的にはその都度運用許

可申請をする必要がある。

　農薬散布を行う無人ヘリは，技術的にも，運用面においても世界の先端に位置付けられる。

前述のように 200 ｍ以下の空域での民間無人機については，自主的に運用規則を作成して管

理している。また，日本産業用無人航空機協会（ＪＵＡＶ）は運用規則を明確化し，一般の小

型ＵＡＶへの適用ルールを制定しようと試みているが，まだ法改正の動きまでには至っていな

い
45）

。

　しかし昨今の法制化の要求は欧米において非常に強いものがあるが，欧米においては小型民

間無人機よりむしろ，大型軍用機やその転用機を航空路での運航の可能性を検討しようとする

傾向にある。

　なお，航空機の飛行に当たっては，電波法上の規制も受ける。ＵＡＶは更に海洋汚染法等へ

の配慮を求められる可能性もある。

５．６　ＵＡＶに対する政府の動き

　ＵＡＶに係る最近の政府内の動きとしては，まず，内閣に設置された日本経済再生本部が

2015 年 2 月 10 日にロボット新戦略を決定している。

　無人機については，「第 2部 アクションプラン－五カ年計画 第 1章 分野横断的事項 第 6 節 

ロボット規制改革の実行 ⑵規制・制度改革の課題と 2020 年に向けたアクションプラン ① ロ

ボットを効果的に活用するための規制緩和及び新たな法体系・利用環境の整備 オ無人飛行型

ロボット関係法令（航空法等）」において「災害現場を始めとして，無人飛行型ロボット（ＵＡ
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Ｖ）への期待は高く，今後その普及が見込まれる。しかし，こうしたロボットに関する具体的

な運用ルールは明確になっていない。そのため，今後いわゆる小型無人機については，運用実

態の把握を進め，公的な機関が関与するルールの必要性や関係法令等も含め，検討を進めてい

く。また，遠隔操縦により国際的にＩＦＲ（計器飛行方式）で飛行を行う無人機システム（大型

無人機）については，ＩＣＡＯでの国際基準改定の検討に参画し， 2019 年以降に想定されてい

る国際基準の改定を踏まえ国内ルール化を進める。」としている
46）

。

　また，内閣府「近未来技術実証特区におけるプロジェクト」への提案として，内閣府地方創

生推進室が 2015 年に募集した「近未来技術実証特区におけるプロジェクト」への提案について，

自動飛行分野に関し，20 の自治体と 43 の民間等より，33 件の提案があった
47）

。

５．７　ＵＡＶに対する法規制

⑴航空法の一部を改正する法律

　2015 年航空法の一部を改正する法律が制定された。この法律では，航空法第 9 章を無人航

空機と改め，航空機の航行や地上の人・物の安全を確保するため，まずは緊急的な措置として，

航空法上「無人航空機という定義を創設し，無人航空機の飛行の禁止区域について（第 132 条）

及び無人航空機の飛行の方法を定める措置（第 132 条の 2）を新設した。

　新設された航空法第 2 条第 22 項では，無人航空機を，航空の用に供することができる飛行

機，回転翼航空機，滑空機，飛行船その他政令で定める機器であって構造上人が乗ることがで

きないもののうち，遠隔操作又は自動操縦（プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。）に

より飛行させることができるもの（その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の

安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして，超軽量のものなど国

土交通省令で定めるものをいうと定義づけた。具体的には，200ｇ未満の重量（機体本体の重量とバッテリー

の重量の合計）のものである，いわゆるドローン（マルチコプター），ラジコン機，農薬散布用ヘ

リコプター等が該当する
48）

。

⑵小型無人機等飛行禁止法（平成 28 年法律第 9号）
49）

　2016 年に，国会議事堂，内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等，外国公館等及び原

子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律（平成 28 年法律

第 9 号。以下小型無人機等飛行禁止法と略称。）が公布された。第 8 条第 1 項の規定に基づき，対

象施設周辺地域の上空においては，小型無人機等の飛行が禁止されることとなった。

　規制の対象となる小型無人機とは，飛行機，回転翼航空機，滑空機，飛行船その他の航空の

用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち，遠隔操作又

は自動操縦により飛行させることができるものと定める。

　特定航空用機器とは，航空法第 2条第 1項に規定する航空機以外の航空の用に供することが

できる機器であって，当該機器を用いて人が飛行することができるものであり（高度又は進路

を容易に変更できるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る。）具体的には，操縦装置を有

する気球，ハンググライダー（原動機を有するものを含む。），パラグライダー（原動機を有するも

のを含む。）である。回転翼の回転により生ずる力により地表又は水面から浮揚した状態で移動
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することができ，かつ，操縦装置を有する機器であって，当該機器を用いて人が飛行すること

ができるもの（航空法第 2 条第 1 項に規定する航空機に該当するものを除く。），下方へ噴出する機体

の圧力の反作用により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ，かつ，操縦装置

を有する機器であって，当該機器を用いて人が飛行することができるものである。

　ただし，対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該対象施設に係る対象施設周辺地域の

上空において飛行させることは可能である。

　小型無人機等の飛行「土地の所有者若しくは占有者（正当な権原を有する者に限る。）又はその

同意を得た者が当該土地の上空において行う小型無人機等の飛行　国又は地方公共団体の業務

を実施するために行う小型無人機等の飛行」については適用されない。この場合，小型無人機

等の飛行を行おうとする者は，国家公安委員会規則で定めるところにより，あらかじめ，その

旨を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して都道府県公

安委員会に通報する必要がある。

　対象施設の安全の確保のための措置として，警察官等は，本法の規定に違反して小型無人機

等の飛行を行う者に対し，機器の退去その他の必要な措置をとることを命ずることができる。 

また，一定の場合には，小型無人機等の飛行の妨害，破損その他の必要な措置をとることがで

きる。

　なお，上記に違反して，対象施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行った

者，法第 9 条第 1 項による警察官の命令に違反した者は，「1 年以下の懲役又は 50 万円以下の

罰金」に処せられる
50）

。

⑶自衛隊法第 84 条

　ＵＡＶの領空侵犯があった場合への対応であるが，自衛隊法第 84 条は，「防衛大臣は，外国

の航空機が国際法規又は航空法その他の法令の規定に違反してわが国の領域の上空に侵入した

ときは，自衛隊の部隊に対し，これを着陸させ，又はわが国の領域の上空から退去させるため

必要な措置を講じさせることができる。」と定めており，正当防衛に当たる場合以外は，原則

として撃墜することを認めていない。しかし，国際法は撃墜を認めており，自衛隊法の規定は，

極めて抑制されていると思われる。自衛隊法第 84 条にいう「必要な措置」とは，すなわち，

退去要請や警告射撃であり，ＵＡＶに対する措置としての効果は薄いと言わざるを得ない。領

海侵犯したＵＡＶも含む軍用機を撃墜できるように，国際基準に適合するような自衛隊法の改

正が求められるところである。

　おわりに

　ＵＡＶ以外にも原子力発電，遺伝子組み換えなど，科学技術に法が追い付かない事態が多く

みられる。せっかくの新たな科学技術の知見も法制度の遅れによって陽の目を見なかったり，

開発が遅れる場合もある。先端科学技術の実用化に対して，行政法学においても議論が重ねら

れてきた。

　ところで，「先端技術が実用化される際に受けるインパクトがもたらす法的問題…のうち，
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これまで行政法学者が考察対象としてきたものとして，①安全規制の法制度，②当該技術の開

発振興に関する法制度，③当該技術を利用した施設の設置手続」を挙げることができよう
51）

。

　先ず，①安全規制の問題は，社会的に有用な技術が実用化される場合には，当該技術が利用

に供される領域は広くなり，一国の経済活動や国民生活に占める比重は大きいものとなり，利

用の範囲が広いほど，当該技術の利用について高度の安全性を確保する制度が社会に備わって

いることが要請される。そして，既存の技術と新技術とを組み合わせた複合的システムを構築

することによって，先端技術を利用する施設の安全対策が達成されるケースは多い
52）

。このよう

な複合的巨大システムの例としては，巨大なエネルギーを利用して高速輸送を実現する新幹線

鉄道や，航空運送，あるいは核分裂によって与えられたエネルギーを利用して発電する原子力

発電所などがある。

　②新技術の開発と利用の促進に関する法制度であるが，社会に有用と考えられる新技術の開

発と利用の促進について支援を組むことは，国の重要な活動の一つである。なお，2014 年 1

月には，成長戦略関連の重点施策の実行を加速化・深化するための「産業競争力強化に関する

実行計画」が閣議決定されている
53）

。

　ここではまた，新技術の促進，特に当該技術の社会への導入については，技術の導入が社会

にもたらす負のインパクト（例えば，事故の可能性，当該技術の利用に生ずる廃棄物の問題等）を十

分に踏まえたうえで決定されるべきであり，かつ，そのような決定は社会各層と幅広い合意の

下でされる必要があり，このような問題に対する法制度も重要となる。つまり，運輸安全委員

会設置法や各種の公害規制法等である。

　③施設立地に関する法システムであるが，先端技術を駆使した科学技術施設は，安全対策に

より周辺地域に及ぼすリスクを社会的に許容しうる程度にまで縮減されているのが通常であ

る。しかしながら，原子力施設のようにコントロールされているエネルギーの規模が莫大であ

り，重大事故が生じた場合に予想される災害は深刻なものである場合には，事故の影響を受け

る可能性のある者が安全対策について納得し信頼を寄せていることが必要とな
54）

」り，そのため

の法システムとしては，原子力規制委員会設置法などがある。

　現在はいわゆる空撮を行うドローンが問題となっているが，将来的に大型で人や貨物を輸送

可能なＵＡＶの出現が予想されている。これにより，免許を持たない人が，車や飛行機や船舶

を使い，安全にどこにでも移動できるバリアフリーな世界も実現する。救急車もドクターヘリ

も無人である。無人タクシー，無人ヘリ等の活躍する社会が到来する。　

　高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（いわゆるバリアフリー新法）は，

2006 年施行。高齢者や障害者が気軽に移動できるよう，階段や段差を解消することを目指し

た法律であるが
55）

，無人の乗り物の出現でバリアフリーが飛躍的に進むものと思われる。

　さらに無人の乗り物により過労による自動車事故等が消滅，ヒューマンエラーに起因する事

故も無くなり，その結果多くの人命や財産が守られることになる。

　一方においてコンピューターを利用する故のトラブル，例えば，プログラムミスによる誤作

動，あるいは乗っ取りやハッキング問題も発生する恐れがある。

　その際誰が責任を負うのか。責任の所在が問題となろう。行政による許認可に係る問題につ

いては，抗告訴訟による対応あるいは国家賠償法による対応等が考えられる。
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　新しい技術開発に対して法学は，既存の法における当てはめ，解釈というアプローチをとる

が，法が現実に追い付かない，法の欠缺がある場合，新たな立法措置を講ずる必要性を唱える

ことも必要となろう。

　いずれにせよ，トラブルを恐れるあまり規制を強化するのではなく，新しい技術開発にたい

して援助，助長，促進する法制度の整備が求められる。

　そもそも，あらゆる乗り物は人や物の輸送や，軍事，撮影等様々な目的のために利用されて

いる。事故等を回避するための仕組みの整備により，人々の生命や財産を守ることが可能とな

る。

　本稿においては，技術開発と法について無人の乗り物を中心として考察したが，紙幅の関係

上，航空機を中心として論述せざるを得なかった。自動車，船舶等については，稿を改めて論

ずる予定である。
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